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会 議 結 果 報 告 書 

   令和３年４月１日 

会議の名称 庁議 

開 催 日 時 令和３年４月１日（木）１５時００分～１５時１０分 

開 催 場 所 庁議室 

出席者職氏名 

市長 香川武文 副市長 櫻井正彦 教育長 柚木 博 

総合行政部長 尾﨑誠一  総務部長 川幡浩之 

市民生活部長 村山 修  福祉部長 村上孝浩 

子ども・健康部長 大熊克之  都市整備部長 中森福夫  

上下水道部長 渋谷 聡  会計管理者 豊島俊二   

議会事務局長 大河内充  教育政策部長 北村竜一 

                     （計１３人） 

欠席者職氏名 市長公室長 松永 仁   

説明員職氏名 

【報告】 

１ 総務部長 川幡浩之 

２ 福祉部長 村上孝浩 

議 題 

【報告】 

１ 志木市税条例等の一部を改正する条例及び志木市

都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分に

ついて（総務部） 

２ 志木市臨時福祉商品券事業推進室の設置について 

（福祉部） 

結 果 

【報告】 

１ 了解 

２ 了解 

事務局職員職氏名 秘書政策課長 外立健一 

その他必要事項 特になし 



会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 

開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【報告】 

１ 志木市税条例等の一部を改正する条例及び志木市都市計画税条例の一部を改

正する条例の専決処分について（総務部） 

 ○概要説明：総務部長 

地方税法等の一部を改正する法律が令和３年３月３１日に公布されたことに

伴い、志木市税条例等及び志木市都市計画税条例の一部を緊急に改正する必要

が生じたため、専決処分をしたので、報告するものである。 

【内容】 

１ 専決処分日 令和３年３月３１日 

２ 改正条例 志木市税条例（昭和３０年志木市条例第１１号） 

         志木市税条例の一部を改正する条例 

                    （令和２年志木市条例第２６号） 

         志木市都市計画税条例（昭和４１年志木市条例第１６号） 

３ 改正要旨 

（１）志木市税条例 

①個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告

書について 

②土地に対して課する固定資産税の特例について 

③土地の価格の特例について 

④軽自動車税の環境性能割の税率の特例について 

⑤軽自動車税の種別割の税率の特例について 

⑥新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例

について 

（２）志木市都市計画税条例 

土地に対して課する都市計画税の特例について 

４ 施行日 令和３年４月１日 

 ○質疑応答等 

  特になし 

２ 志木市臨時福祉商品券事業推進室の設置について（福祉部） 

 ○概要説明：福祉部長 



  新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、経済への影響も懸念される中、

生活に困窮される方々への支援の強化として、非課税世帯を対象に臨時福祉商

品券を交付する事務を円滑に実施するため、臨時福祉商品券事業推進室を共生

社会推進課に設置するものである。 

【内容】 

１ 所掌事務 

（１）臨時福祉商品券の交付に関すること。 

（２）臨時福祉商品券の交付に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）その他臨時福祉商品券の交付に関し必要と認めること。 

２ 組織体制 

兼務職員６名（所長含む） 

（共生社会推進課、課税課、産業観光課、市政情報課） 

派遣職員２名 

３ 設置年月日 

   令和３年４月１日 

４ 執務の場所 

      第２庁舎 ３階会議室６ 

 ５ スケジュール 

   ６月 住民税当初賦課事務 

   ８月 対象世帯抽出、申請書発送 

   ９月 商品券発送 

   ９月～１２月 商品券利用期間 

 ○質疑応答等 

  特になし 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


